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■
生
涯
学
習
の
推
進

社
会
教
育
課 

社
会
教
育
係

　

一
口
に
生
涯
学
習
と
言
い
ま
す

が
、
そ
も
そ
も
「
生
涯
学
習
」
と
は

な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

生
涯
学
習
と
は
、
一
人
ひ
と
り
が

自
由
に
、
自
ら
テ
ー
マ
を
選
び
、
自

分
に
あ
っ
た
手
段
・
方
法
に
よ
っ
て
、

年
齢
に
関
係
な
く
、
生
涯
に
わ
た
り
、

必
要
な
こ
と
や
興
味
・
関
心
の
あ
る

こ
と
を
学
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。

　

社
会
教
育
係
で
は
、
少
し
で
も
多

く
の
方
に
、
こ
の
生
涯
学
習
の
場
を

提
供
で
き
る
よ
う
様
々
な
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

【
子
ど
も
た
ち
に
様
々
な
体
験
を
】

　

近
年
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
習
慣

の
乱
れ
や
体
験
活
動
の
不
足
を
指
摘

す
る
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
社
会
教
育
係
で
は
、
毎

年
、
通
学
合
宿
・
野
外
体
験
キ
ャ
ン

プ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

通
学
合
宿
と
は
、
６
泊
７
日
の
間
、

湯
の
浦
キ
ャ
ン
プ
場
（
土
師
）
や
住

民
セ
ン
タ
ー
で
共
同
生
活
を
行
い
、

学
校
に
通
う
事
業
で
す
。

　

こ
の
合
宿
中
は
、
テ
レ
ビ
は
も
ち

ろ
ん
ゲ
ー
ム
や
携
帯
電
話
の
使
用
・

持
ち
込
み
は
禁
止
。
子
ど
も
た
ち
は
、

飯
ご
う
を
使
っ
た
炊
飯
や
釜
戸
を

使
っ
た
屋
外
調
理
な
ど
、
日
常
の
生

活
で
は
な
か
な
か
経
験
で
き
な
い
体

験
を
し
て
い
ま
す
。

　

共
同
生
活
を
通
し
て
、
自
分
の
こ

と
は
自
分
で
や
り
遂
げ
る
習
慣
や
能

力
、
協
調
性
を
子
ど
も
た
ち
に
習
得

さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
不

便
で
大
変
で
す
が
、
充
実
し
た
一
週

間
を
過
ご
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

社
会
教
育
係
で
は
、
次
世
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
成
長

で
き
る
よ
う
、
私
た
ち
大
人
が
少
し

で
も
何
か
の
役
に
立
て
れ
ば
…
と
い

う
思
い
で
通
学
合
宿
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
数
年
後
、
通
学
合
宿
に
参
加

し
た
子
ど
も
た
ち
が
指
導
者
と
し
て

帰
っ
て
き
て
く
れ

る
こ
と
を
念
願
し

な
が
ら
、
こ
れ
か

ら
も
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

School

■
人
権
出
前
講
座

　

市
民
講
座
の
人
権
講
演
会
や
、
人

権
・
同
和
問
題
地
域
懇
談
会
な
ど
で

気
に
な
っ
た
人
権
テ
ー
マ
な
ど
が
あ

り
ま
せ
ん
か
。

　

桂
川
町
で
は
福
岡
県
の
講
師
団
講

師
よ
り
テ
ー
マ
に
で
き
る
だ
け
沿
っ

た
講
師
を
派
遣
し
て
、
よ
り
深
く
人

権
・
同
和
問
題
に
つ
い
て
学
ん
で
い

た
だ
く
「
人
権
出
前
講
座
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

【
対　

象
】
お
お
む
ね
10
人
以
上
の
町

　

民
で
構
成
さ
れ
る
集
会
や
団
体

　
（
営
利
や
宗
教
、
政
治
活
動
、
苦

情
や
陳
情
を
目
的
と
す
る
も
の
は

対
象
外
）

【
費　

用
】
無
料

■
人
権
擁
護
委
員
の
任
期
更
新

　

桂
川
町
人
権
擁
護
委
員
の
池い
け
だ田

誠ま
こ
とさ
ん
が
、
三
年
間
の
任
期
を
更
新

し
ま
し
た
。
引
き
続
き
同
職
を
務
め

る
こ
と
と
な
り
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
を
受
け
ま
し
た
。

Human
Rights
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■
人
権
・
同
和
問
題
地
域
懇
談
会

　

今
年
で
45
回
目
と
な
る
「
桂
川
町

人
権
・
同
和
問
題
地
域
懇
談
会
」（
以

下
、
地
域
懇
談
会
）
を
、
10
月
か
ら

各
行
政
区
の
集
会
所
や
公
民
館
な
ど

で
実
施
し
ま
す
。

　

各
行
政
区
の
日
程
表
が
掲
載
さ
れ

た
チ
ラ
シ
は
、
９
月
中
旬
に
各
戸
配

布
す
る
予
定
で
す
。＊

　

桂
川
町
で
は
、
７
月
の
「
市
民
講

座
」
と
10
月
の
「
地
域
懇
談
会
」
を
人

権
・
同
和
問
題
教
育
啓
発
事
業
の
二

本
柱
と
位
置
づ
け
、
毎
年
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
地
域
懇
談
会
で
は
、
人
権
に

関
す
る
ビ
デ
オ
を
約
30
分
視
聴
し
、

参
加
者
同
士
で
ビ
デ
オ
を
見
た
感
想

や
意
見
を
交
換
す
る
場
で
す
。

　

普
段
、
何
気
な
い
生
活
の
中
に
隠

れ
て
い
る
人
権
に
つ
い
て
、
一
緒
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
さ
ま
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▲人権擁護委員の任期
を更新した池田誠さん。
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